
指標 5.3.1 
指標名、ターゲット及びゴール 

指標 5.3.1 15 歳未満、18 歳未満で結婚⼜はパートナーを得た 20〜24
歳の⼥性の割合 
ターゲット 5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び⼥性器切除な
ど、あらゆる有害な慣⾏を撤廃する。 
ゴール 5 ジェンダー平等を達成し、全ての⼥性及び⼥児の能⼒強化を⾏
う 

 

定義及び根拠 
○ 定義 

調査年に届出をした妻の同居時年齢が 24 歳以下の婚姻件数 
 

○ 概念 

同居時年齢とは、結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのう
ち早い⽅の年齢である。 

 

○ 根拠及び解釈 

⼈⼝動態調査は、婚姻の届け出をした時点の調査であり、各調査年にお
ける各歳の婚姻件数を把握できるが、⽇本では、⼥性の婚姻は、⺠法上
18 歳以上とされていることから届出時年齢が 18 歳未満の婚姻は把握して
いない。 
(注)⺠法改正に伴い、2022 年４⽉１⽇より、⼥性の婚姻開始年齢が 16 歳
以上から 18 歳以上に引き上げられた。ただし、経過措置として 2022 年
4 ⽉ 1 ⽇時点で既に 16 歳以上の⼥性は、引き続き 18 歳未満でも婚姻す
ることができたため、2024 年までは 18 歳未満の婚姻件数が出現してい
る。 
 

データソース及び収集⽅法 

⼈⼝動態統計 
 

算出⽅法及びその他の⽅法論的考察 
○ 算出⽅法 

なし 



 

○ コメントと限界 

⼈⼝動態調査では、指標にある「20〜24 歳の⼥性がパートナーを得た
時期」は把握できない。 

 
データの詳細集計 

妻の同居時年齢（総数及び 15〜24 歳）別婚姻数（調査年に結婚⽣活に⼊
り届け出たもの） 

 

参考 

⼈⼝動態統計 
https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897 
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法務省 
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国際連合児童基⾦（UNICEF） 
 


